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平成 30年 6月 2日（土）に松山市男女共同参画

推進センター「コムズ」5 階大会議室において、

平成 30 年度 CPD セミナー・公開講座と合同開催

で、第 1回技術者倫理セミナーを行った。 

参加人数は、70 名（会員 34 名、非会員 27 名、

合格者・学生・一般 9名）であった。 

 

講義：「技術士と技術者倫理」 

講演者：倫理小委員会委員長 友近 榮治 氏 

友近氏から、2015年～2018年に起きた「最近の

企業不祥事」のうち、各年１例について「不祥事

の原因」と「再発防止策」を挙げ、これらの共通

問題点として、下記の３点が示された。 

・組織の管理体制 

・倫理観の欠如 

・企業あるいは組織の風土 

組織の風土と関連が深い「集団思考」の「八つ

の兆候」について解説があり、組織に属せば必ず

価値観が偏ること、企業においては従業員として

の「責務」と技術者としての「公衆優先」が利害

相反になる場合もあるとの説明があった。 

次に、「倫理・モラル・法」について説明があり、

「技術者倫理」は、技術者のモラルに基づく判断

を「規範の形」にしたもので、技術者にとって「中

核となる資質と能力」であると定義された。 

また、「技術者倫理の特徴」として、下記の３点

を挙げ、それぞれついての説明があった。 

・公衆との対人関係（モノを介する間接関係） 

・グローバルな共通性 

・モラル向上の合理的な方法を備える 

そして、「相互依存性」原理から、技術者がなぜ

特別な責任を負わなければならないのかについて

説明があった。 

これらから、技術者には、「自分の目で見て、自

分の頭で考え、判断・行動する」能力が求められ

ていることが示された。 

最後に、「技術士法と技術士倫理綱領の変遷」を

示して「倫理問題は常に時間軸を含み、動的であ

る」ことの説明があった。それに続いて、最新の

「技術者倫理綱領」のうち、下記の原則について

それぞれ解説があった。 

・公衆優先原則 

・誠実性原則 

・専門性原則 

 

友近倫理小委員会委員長の講義 

 

〈アンケート結果〉 

本セミナーのアンケート結果は、次頁の集計結

果のとおりである。アンケートは 61名の提出があ

り、回収率は 100%であり、参加者の主たる活動県

は徳島県・香川県が各 2%、愛媛県が 84％、高知県

が 7％、その他が 3％であった。技術部門は複数回

答で建設部門が 64%、年齢構成は 30 代 5%、40 代

34%、50代が 31％であった。 

また、セミナーの感想は、「非常に良かった」が

12%、「良かった」が 61％であった。 

今回の技術者倫理セミナーは、倫理小委員会と

しては初めてのものであったが、全般的に熱心に

聴講して頂き、アンケートにおいても多くの感想

が寄せられた。 

今回のセミナーは参加人数も多く、持ち時間も

1時間と短かったため、講義だけであったが、「講

義とディスカッションの併用」を望まれる方も

28％おられ、今後の検討としたい。 

－以上－ 
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H30.6.2 第 1回技術者倫理セミナーアンケート集計（愛媛県開催） 


